
２０２０年度から適用

　
（別表）　

本　科 専攻科

1

2 1

3 2

4 3

4

資　格　の　名　称

1

英語系（TOEIC，実用英語検定，工業英語検定）単位認定について　

既に資格取得により単位を認定された学生が，さらに上位の等級の資格を取得した場合は，
当該上位の等級の単位数と既に認定された単位数との差を取得単位として認定する。
（例：技術英語２級合格者（１単位認定済み）が，工業英語１級を取得した場合，２単位を
１単位認定に調整する。）

ＴＯＥＩＣ(IP)　５００点以上

ＴＯＥＩＣ(IP)　６００点以上

ＴＯＥＩＣ(IP)　７００点以上

ＴＯＥＩＣ(IP)　８００点以上

実用英語検定１級

実用英語検定準１級 2

4

　

 ○　ＴＯＥＩＣ公開テスト及びＩＰテスト，実用英語検定，工業英語検定で，一定の
　 スコア・級を取得した場合は，「学外単位」として認定することができる。

　①　認定基準及び単位数は別表のとおりとする。

　②　学外単位として認定できる単位数は，TOEIC，実用英語検定，技術英語検定を合計
    して４単位を上限とする。

　③　学外単位として認定する資格は，本校在学中に取得した資格とする。

実用英語検定２級

単　位　数

  ④  資格取得証明書等は，その年度の学年末試験までに教務係に提出することとし，
　　年度内に単位認定する。ただし，資格取得証明書等の受領日により，その年度の学年末
　　試験までに提出できない場合は，受領後速やかに教務係まで提出することとし，翌年度
　　に単位認定する。

技術英語検定２級

技術英語検定１級

技術英語検定準ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

技術英語検定ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

1

2

3

4

ＴＯＥＩＣ(IP)　９００点以上


